
5 29・４・１

対象　子育て世帯・親世帯のいずれかが市内に転入する世帯で
あり、子育て世帯・親世帯ともに次の条件をすべて満たす方。
◆区市町村税の滞納がない◆世帯員が暴力団または暴力団密接
関係者でない◆市内へ転入する世帯が住民となった日から起算
して３年以上に渡り、市内に居住を継続する見込みである◆過
去に助成を受けていない◆現在市内に居住している世帯が市内
に１年以上継続して居住している
対象費用　引っ越し・不動産登記費用（いずれも消費税込み）
助成金額　助成対象費用の２分の１（上限10万円）
申込み期限　転入日（住民票異動日）から６か月以内
※予算に限りがあります。申請前にお問合せください。
問合せ　まちづくり課まちづくり係☎0４２・４９７・２0９３

◆継続して年金特別徴収となる方の改正後の仮徴収額の算定方法　

　平成２5年度税制改正により、平成２９年度以降の仮徴収額の算定方法
が見直され、仮徴収額・本徴収額の平準化が図られました。
問合せ　課税課市民税係☎0４２・４９７・２0４0

◆改正前と改正後の月々の徴収額の平準化のイメージ　

　平成２９年度（平成２９年
４月）以降、各月の仮徴
収額は前年度分の公的年
金に係る年税額の２分の
１相当額を３回に分けて
徴収します（右表参照）。

●改正後の徴収額の例　
Ａさん
・年金収入のみ
・前年度の公的年金に
　係る年税額７２,000円
・本年度の公的年金に
　係る年税額8４,000円

　改正前は一度税額が極端
に変わると、仮徴収の額と
本徴収の額の差額は解消さ
れませんでした。
　改正後の算定方法では、
Ｂ年度での仮徴収の額と本
徴収の額の差が２年後（Ｄ
年度）に解消されます。

　市では小学校就学前の子ども（胎児含む）がいる子育て世帯
と親世帯が、市内で近居または同居するための引っ越し費用な
どの助成を行います。

　４月１日㈯から清瀬内山運動公園の施設の公共施設予約システム
上の名称が変更になります。それに伴い、４月～６月の間は、公共
施設予約システム上で、施設の旧名称と新名称が混在します（下表
①参照）。施設利用の月日によって違いがありますので、予約の際
にはご注意ください（下表②参照）。
　ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
問合せ　生涯学習スポーツ課☎0４２・４９5・７001
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。
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す
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付
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付
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図
書
館
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
が

　
　
　
　
　
　
　
　
新
し
く
な
り
ま
し
た
！

近 居 支 援 事 業 を 実 施 し て い ま す市・都民税の年金特別徴収（天引き）額の算定方法が変わります
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付
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収
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５
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２
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５
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２
０
９
９
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日時 場 所

4
月
6
日
㈭

午前９時
10 分～ 40 分

児童センター
駐車場

午前 10時
20 分～ 50 分 竹丘公園
午前 11時
20 分～ 50 分

野塩地域
市民センター

午後１時
15分～ 45 分

下宿地域
市民センター

午後２時
10分～ 40 分

健康センター
駐車場
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３
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付
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。
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０
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／
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５
４
７
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果

測定
施設

自己
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値

平成28年 平成
29年
1月１１月 １2月

１号炉

0.05

0.00 0.00 0.00

２号炉 0.00 0.00 0.00

３号炉 0.00 0.00 0.00
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◆
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読
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追
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＝
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字
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背
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色
の

変
更
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で
き
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作
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ソ
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ト

を
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入
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ま
す
。

◆
メ
ー
ル
で
新
着
資
料
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ご
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内

＝
内
容
や
作
家
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を

設
定
し
、
資
料
が
図
書
館
に
入
る

と
、メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

助成金交付までの手続きの流れ　
①清瀬市へ引っ越し・住民票を異動
②助成金交付申込み＝「清瀬市子育て世帯近居支援事業助成
　金交付申込書」（まちづくり課・市ホームページから入手可）
　に必要事項を記入し、申込み書に記載の添付書類とともに
　まちづくり課へ提出
③助成金の交付決定＝市から「清瀬市子育て世帯近居支援事
　業助成金交付（不交付）決定通知書」を送付（不交付の場合
　は、助成金は交付されません）
④助成金の請求（交付の場合）＝「清瀬市子育て世帯近居支援
　事業助成金交付請求書」（まちづくり課・市ホームページ
　から入手可）に必要事項を記入し、まちづくり課へ提出
⑤助成金の交付＝指定の金融機関に振り込み

旧名称（６月30日までの施設利用分） 新名称（７月１日からの施設利用分）
館 施設 館 施設

清瀬内山野球場Ａ 清瀬内山野球場Ａ面 清瀬内山
野球場

清瀬内山野球場Ａ面
清瀬内山野球場Ｂ 清瀬内山野球場Ｂ面 清瀬内山野球場Ｂ面

清瀬内山テニス
Ａ～Ｄ

清瀬内山テニスＡコート

清瀬内山
テニスコート

清瀬内山テニスＡコート
清瀬内山テニスＢコート 清瀬内山テニスＢコート
清瀬内山テニスＣコート 清瀬内山テニスＣコート
清瀬内山テニスＤコート 清瀬内山テニスＤコート

清瀬内山テニス
Ｅ・Ｆ

清瀬内山テニスＥコート 清瀬内山テニスＥコート
清瀬内山テニスＦコート 清瀬内山テニスＦコート

清瀬内山
サッカー場Ａ 清瀬内山サッカー場Ａ面

清瀬内山
サッカー場

清瀬内山サッカー場Ａ面

内山
サッカー場Ｂ・Ｃ

清瀬内山サッカー場Ｂ面 清瀬内山サッカー場Ｂ面
清瀬内山サッカー場Ｃ面 清瀬内山サッカー場Ｃ面

城野兼一氏。
毎年「清瀬フォ
ークジャンボ
リー」を開催

　

清
瀬
市
在
住
の
フ
ォ
ー
ク
シ
ン

ガ
ー
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野
兼
一
氏
の
コ
ン
サ
ー
ト

で
す
。
７0
年
代
の
懐
か
し
い
フ
ォ

ー
ク
ソ
ン
グ
を
一
緒
に
歌
い
ま
す
。

日
時
　
５
月
６
日
㈯
午
後
２
時
～

４
時（
開
場
は
午
後
１
時
３0
分
）

場
所
　
清
瀬
け
や
き
ホ
ー
ル

城
野
兼
一
フ
ォ
ー
ク
コ
ン
サ
ー
ト
in
清
瀬
け
や
き
ホ
ー
ル

※
無
料
。
直
接
会
場
へ
。

問
合
せ
　
生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
課

☎
042
・
495
・
７
０
０
１

票
に
記
入
済
み
の
も
の
）

年度 年税額
改正前 改正後

仮徴収
（月割額）

本徴収
（月割額）

仮徴収
（月割額）

本徴収
（月割額）

Ａ 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
Ｂ ※36,000円 10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
Ｃ 60,000円 2,000円 18,000円 6,000円 14,000円
Ｄ 60,000円 18,000円 2,000円 10,000円 10,000円

区分 上半期（仮徴収） 下半期（本徴収）
月 ４月 ６月 8月 10月 12月 ２月

税額（円） 12,000 12,000 12,000 16,000 16,000 16,000

※Ｂ年度は控除が増え、税額が少なくなった年
（年度はＡ→Ｂ→Ｃ→Ｄの順）。

図書館新ホームページ

表①内山運動公園の施設名称の新旧対応表　

表②4月～6月の施設予約受付開始の早見表

前年度の年税額の２分の
１（72,000円÷２）を３回
に分け、１回12,000円を
徴収

Ａさんの１年間の年金特別徴収税額の算定方法

徴収額に差が生じた際に平準化されるまでの算定例

本年度の年税額から仮徴収
した額を差し引き（84,000
円－36,000円）、３回に分
け、１回16,000円を徴収

区分 上半期（仮徴収） 下半期（本徴収）
月 4月 6月 ８月 １０月 １2月 ２月

【改正前】
平成28年度以前

前年度２月に徴収した額
と同じ金額を各月で徴収

（年税額ー仮徴収額）÷３
を各月で徴収

【改正後】
平成29年度以降

前年度の公的年金に係る
年税額×１/２÷３
を各月で徴収

（年税額ー仮徴収額）÷３
を各月で徴収

名称 予約
種別

利用月（施設を利用する月です。予約する月ではありません）
４月 ５月 ６月 ７月 8月 ９月

旧名称 抽選予約
随時予約 受付中 受付中 ４月１日から

新名称 抽選予約 ４月５日から ５月５日から ６月５日から
随時予約 ５月１日から ６月１日から ７月１日から

図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
各

図
書
館
に
設
置
の
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ（
蔵

書
検
索
端
末
機
）か
ら
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
検
索
画
面
で
図
書
の
内
容
を
紹

介
＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ

で
検
索
し
た
図
書
の
書
誌
情
報
に

内
容
紹
介
を
追
加
し
ま
す
。

◆
そ
の
他
＝「
国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
化
資
料
送
信
サ
ー
ビ
ス
」の

中
央
図
書
館
で
の
実
施
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

問
合
せ
　
中
央
図
書
館
☎
042
・
493

・
４
３
２
６


